
宮城県　令和８年度介護テクノロジー導入支援事業補助金に関するQ＆A【令和８年５月２９日時点】

項目 質問 回答

1 補助対象者 過去に補助を受けた事業所も申請可能か。

申請可能です。
ただし、令和７年度と６年度のいずれか又は両方で介護テクノロジー（介
護ロボット・ICT機器）導入補助金の交付を受けている場合には、採択の
優先順位が低くなります。

2 補助対象者
全国展開しており他県にも事業所を有する法人の場
合、申請可能か。

県内に事業所を有している場合には対象になります。

3 補助対象者 今年度開設した事業所も申請可能か。
申請時点で既にサービスを開始しており、施設の課題や目標、導入効果
などを適切に把握・設定できるのであれば可能です。

4 申請方法
１つの法人から、複数の事業所の申請は可能か。
また、事業所数の制限や、１法人当たりの上限額はある
か。

可能です。申請は法人単位で行いますが、各事業所ごとに作成・記入い
ただく様式がありますのでご注意ください。
また、併設されている事業所であっても、１つの指定につき１事業所とし
て申請してください。

5 申請方法
「介護老人福祉施設」と「併設型短期入所生活介護」が
併設されている場合、事業所のカウントはどうなるの
か。

同じ施設内に併設されていてもサービス種別が異なるため、２事業所と
して整理し、様式を作成してください。

6 申請方法
在宅系サービス(訪問看護など)で利用定員がない場
合、利用定員数をどう考えればよいか。

過去３年間の利用数の平均で判断してください。

7 申請方法
介護ソフトやバックオフィスソフトの補助上限額を計算
する際の職員数は、直接処遇職員のみの数か。
また、常勤換算か。

直接処遇職員だけでなく、ICT の活用が見込まれる管理者や生活相談
員等の職員も含めた数です。
常勤換算が原則ですが、居宅を訪問してサービスを提供する職員（訪問
介護員、居宅介護支援専門員等）及び管理者や生活相談員等の職員につ
いては、従事する職務の性質上、実人数（常勤・非常勤の別は問わない）
としても構いません。

8 補助対象

訪問系サービス（訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ
テーション等）が、見守り機器等を「特定施設」の指定を
受けていない「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢
者向け住宅」、あるいはサービス利用者の自宅に据え置
く場合には、補助対象となるか。

申請対象の事業所が機器を常時保管・管理していないため、補助対象外
となります。

9 補助対象 付属品は補助対象に含まれるか。

介護ロボットの使用に必要不可欠なものであり、介護ロボットとしての最
低限の機能の一部として考えられるものであれば本体とともに対象にな
ります。
判断に迷う場合には専用フォームでお問い合わせください。

10 補助対象
過去に導入した介護テクノロジーと同じ機器を追加で
導入したいが申請可能か。

追加の導入が単純な更新等ではなく、介護サービスの質の向上につなが
ると認められ、業務改善計画書で明確に説明できる場合は申請可能で
す。

11 補助対象
過去に導入した見守り機器のために Wi-Fi 環境整備
を行う場合は補助対象となるか。

補助対象の要件を満たさず、補助対象外となります。

12 補助対象
介護テクノロジーの導入について、本体価格、アプリ
ケーション利用料３年分、保険料３年分がパックとなっ
ているが、どこまでが補助金の対象となるか。

一括払いで購入した場合には、本体価格・アプリケーション利用料は全額
が対象となります。
しかし保険料は対象とはなりませんので、見積書から除いてください。

13 補助対象

「福祉用具検索システム（TAIS）」の「介護テクノロ
ジー」に該当する機器と同水準の機能等を有している
場合も補助対象だが、その機器かどうかはどう判断す
るのか。

（参考資料）「TAISに掲載されるテクノロジーの判断基準」に合致してい
る場合には、判断基準に合致していることの説明が可能であれば申請は
可能です。

14 補助額 交付申請額は税抜きか。 その通りです。税抜きで記載してください。

15 補助額
交付申請時に添付する見積書に「値引き」がある場合
の留意事項はあるか。

補助対象外の項目が含まれている場合、どこに値引きがかかるか分から
ず、補助対象経費の算定が難しくなります。
このため、見積書では「どの項目に対して、値引きが発生したかを明確に
する」
または「見積書上の各項目の金額を値引き反映後の金額で記載」するよ
う、お願いします。
（実績報告時も同様に対応してください）

16 契約・購入 契約や購入はいつ行ってよいのか。
補助金交付決定前に契約を締結や購入をしたものは、補助対象とはなり
ません。
県補助金交付決定通知日より後に、契約及び納品を行ってください。

17
補助金支払

い
補助金申請が採択（交付決定）された場合、補助金はい
つ支払われるのか。

来年（令和９年）１月上旬に実績報告を求めますので、その実績報告の内
容を審査の上、２月頃に補助金額を確定します。
よって、補助金の支払いは来年３月頃を予定しています。


